
ご注意いただきたいこと 

1. 金融商品仲介業者の商号、名称または氏名および登録番号 

株式会社プライド 

近畿財務局⾧（金仲）第 414 号 

2. 所属金融商品取引業者等の商号または名称 

[商号] 東海東京証券株式会社 

[登録番号] 東海財務局⾧(金商)第 140 号 

[加入協会] 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融 

商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人日本 STO 協会 

3. 東海東京証券株式会社の取引に関する重要事項 

(1) 当業者がお客様へお渡しする資料は、信頼できると思われる各種データに基づいて作成

されておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。お客様が行う

投資の最終決定はご自身でなさるようお願いいたします。 

(2) 株式への投資は、価格の変動や発行者の信用状況の悪化等により投資元本を割り込むリ

スクがあります。信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の委託

保証金または委託証拠金をいただきます。また、信用取引ではその損失額が差し入れた

委託保証金の額を上回るおそれがあります。国内株式取引の委託手数料は、約定代金に

対して最大 (税込)1.2650%【2,750 円に満たない場合は 2,750 円(現物取引買付および信

用取引売買)】になります。株式を募集等により取得する場合には、購入対価のみをお支

払いいただきます。外国株式の外国金融商品市場等における委託取引については、国内

取次ぎ手数料の上限は、約定代金の 1.430％(税込)、(最低約定代金は 50 万円以上)にな

ります。その他の諸費用は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますの

で、本書面上その金額等を予め記載することはできません。外国株式を店頭取引により

購入する場合について、お客様に提示する米国株の売り・買い仕切価格は、直近の外国

金融商品市場等における取引価格等を基準に合理的かつ適正な方法で算出した社内価格

を仲値として、仲値と売り・買い参考価格との差がそれぞれ原則として 1.50％、2.50％

(手数料相当額)となるように設定したもので す。仕切価格に手数料相当額が含まれてい

るため、別途手数料を頂くことはありません。 

(3) 債券をご購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。(経過利子をお支

払いいただく場合があります)。債券は、市場の金利水準の変動等により価格が変動しま

すので、損失が生じるおそれがあります。また、発行体の信用状況や財務状況によっても

価格が変動し、利金や償還金の支払遅延や不履行となる場合や、倒産等により元本損失

が生じる場合があります。 

(4) 投資信託は、主に国内外の株式や債券を投資対象としているため、基準価額は組み入れ

た株式や債券の動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資

元本を割り込むおそれがあります。投資信託はファンドごとに設定された購入時手数料



(上限 3.85%[税込])をご負担いただきます。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いた

だく費用等として、信託報酬(上限 3.36％[税込]）程度のほか、運用成績に応じて成功報

酬をご負担いただく場合があります。また、換金時に直接ご負担頂く費用等として換金

(解約)手数料 (上限 3.00％[税込])、信託財産留保額(上限 0.5％)を頂く場合があります。

外国投信の売買時、分配時、償還時の為替レートは、外国為替市場の動向を踏まえて当

社が決定いたします。 

(5) 外国株式や外国債券、外国投資信託への投資は、上記に加え為替相場の変動等により損

失が生じる場合があります。また、通貨発行国の国情の変化により投資元本割れや途中

売却ができなくなるおそれがあります。 

(6) 業者で取り扱う商品等へのご投資には、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証

券等書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。 

(7) 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様が行おうとする取引につきお客様

が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者により異なる場合があります。 

  

  

  

以上  


